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令和８年度 ICT を活用した特定保健指導業務（モデル事業） 

公募型プロポーザル方式 説明書 

 

 

１  趣旨・目的 

北九州市国民健康保険における特定保健指導の実施率は、令和６年度で 21.6％となっている

が、全国・福岡県を下回っている。特に積極的支援対象者は、特定保健指導の利用割合が低く、

必要な保健指導を実施できていない点が課題である。そのため、特定保健指導の実施率を向上

させ、指導の効果を高めることを目的に、情報通信技術（以下、「ICT」という。）を活用した特

定保健指導を実施する。 

 

２  公募の概要 

公募概要は、次のとおり 

(１)委託業務名  

令和８年度 ICT を活用した特定保健指導業務（モデル事業） 

(２)事業予算  5,412 千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

(３)業務内容  別紙「業務内容書」のとおり 

(４)委託期間  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３  スケジュール（予定） 

４月１５日（水）公告開始 

４月２２日（水）質問書受付締切 

４月２８日（火）質問回答 

５月 ８日（金）参加表明書提出締切 

５月１９日（火）提案書提出締切 

５月２２日（金）プレゼンテーション実施 

５月２７日（水）結果発送 

６月上旬～中旬  契約締結 

   

４  参加資格 

（１）参加資格の要件 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

ア 地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿に記載されていること。 

ウ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
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エ 法人税及び事業所所在地における地方税（法人住民税、事業税等）が未納でない者。 

オ 受託候補者に選定された場合、履行期限内に当該業務の履行完了が可能な体制にあ

り、提案書提出時の担当者が当該業務を担当できること。 

    カ 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令順守（コンプ 

ライアンス）の仕組みが整備されていること。 

  （２）参加資格の喪失 

提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場合は、

当該プロポーザル方式に係る参加資格を失うものとし、また、既に提出された提案は無効

とする。この場合、当該提案者に対し、当該プロポーザル方式に係る参加資格を失った旨

及びその理由を文書にて通知する。 

ア 前項に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなったとき 

イ 不正な利益を図る目的で審査委員会の委員等と接触したとき 

ウ 提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

   エ その他審査結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為等があったとき 

 

５  企画提案書 

企画提案書等の作成については本説明書、及び業務内容書に基づいて作成すること。 

（１）記載項目（様式２、様式２－①～④） 

ア 基本実施方針 

本業務の目的や内容を踏まえた業務実施方針を示すこと。 

イ スケジュールの提示 

無理のない実現可能なスケジュールで示すこと。 

ウ 対象者へのフォロー体制 

 ICT を活用した保健指導を実施するにあたり、使用機器等についての対象者へのフォ

ロー体制について示すこと。 

   エ 教材や資材の工夫 

     保健指導に使用する教材や資材における工夫を示すこと。 

オ 対象者の特性に合わせた保健指導の実施  

対象者の特性に合わせた保健指導を実施するための工夫及び支援終了後の行動継続 

につなげる工夫を示すこと。 

カ 利用率向上及び脱落率低下への工夫 

利用率及び脱落率低下に向けたインセンティブの工夫を示すこと。また、その他指導

途中の脱落対策の提案があれば示すこと。 

キ 業務の実施体制 

提案内容を確実に実行できる体制で示すこと。 

   ク 実績 

類似の特定保健指導業務についての実績を示すこと。 
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ケ 個人情報の管理 

個人情報保護に関する事業者の認証取得状況や情報の管理体制、従事者の教育等、情 

報漏えいの防止対策を示すこと。 

  （２）提出様式 

     Ａ４縦、横書き、片面印刷、左綴じを基本とする。なお、様式２－③及び様式２－④ 

については、Ａ３横も可能とする。 

 

６  見積書（様式２－⑤） 

 積極的支援及び動機付け支援等基本業務の単価、並びにチラシデザインやシステム利用料

などの必要経費の内訳を詳細に記載し、税抜き金額で提出すること。なお、見積額は「積極

的支援」１５０名実施を想定して作成すること。 

契約金額は、最優秀提案者選定後に具体的な内容を確定して決定する（最優秀提案 

者には再度見積を依頼する）。 

※税込みの金額が、「２（２）事業予算額」を超える提案の場合は、失格となる。 

 

７  提出 

 （１）提出先 

      北九州市保健福祉局健康推進課 

   〒８０３－８５０１ 福岡県北九州市小倉北区城内１－１ 北九州市役所９階 

（２）参加表明書について 

     本企画提案への参加の有無については、様式１「参加表明書」に記入の上、「７（１）

提出先」に令和８年５月８日（金）必着で郵送にて提出すること。 

なお、提出前に、必ず「１３ 問合せ先」に記載している担当者へ電話連絡を行うこと。 

 （３）企画提案書について 

ア 提出期限 

     令和８年５月１９日（火）必着 ※期限以降の受付は一切しない。 

   イ 提出部数 

     提案書・見積書一式 各６部 

     ※様式２及び様式２－①～⑤は、ホッチキス止めで提出すること。 

     ※１部正本（社名、代表者押印）、５部副本（コピー可）。 

副本については、社名、所在地、社名が特定できる情報は削除するかマスキン 

グして隠すこと。また、データを CD-R に格納して提出すること。 

   ウ 提出方法 

      「７（１）提出先」に郵送すること。郵送方法は書留郵便に限る。 

     エ 留意事項 

      ・提案書等の提出は、各社１つに限る。 

・提案書等の提出後の差し替え、追加等修正は認めない。 
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８  質問の受付及び回答について 

   質疑については、質問票（様式４）の提出によるものとする。 

（１）受付方法 電子メールで提出すること。その際、電子メールの件名を【貴社名＿質問

書】とすること。 

（２）受付先 「１３ 問い合わせ先」参照 

（３）提出期限 令和８年４月２８日（火）正午必着 

（４）回答方法  

質問者名を伏せた上で、北九州市ホームページの本実施説明書掲載ページ内に掲載する。 

 

９  審査方法等について 

（１）審査方法 

ア 「令和８年度 ICT を活用した特定保健指導業務（モデル事業）公募型プロポーザル

審査委員会（審査委員４名）」により決定する。 

イ 参加業者が５社を超える場合は、各企業の名前を伏せた状態で企画提案書の書面審

査（審査委員一人当たり１００点満点）を行い、上位５社のプレゼンテーションを実

施する。参加業社が５社以内の場合、書面審査は実施しない。 

    ウ 提出された企画提案書に基づくプレゼンテーションは実地開催とし、各企業の名前

を伏せた状態で行い、別紙評価項目に従い審査委員が審査する。（審査委員一人当たり

１００点満点） 

    エ 集計結果をもとに、参加業者の順位を決め最優秀提案者を決定する。最低基準を設

け、審査委員４名の合計点数の６割（240 点／400 点）とする。 

参加者が１社の場合でも審査を実施するが、審査の結果、審査委員４名の合計点が

最低基準を下回る場合は選定しないものとする。 

同点の場合は、評価項目「１．内容・企画」の合計点数が高い者を選定する。 

    オ エにおいて、評価項目「１．内容・企画」の合計点数が同点のものが複数の場合は、

審査委員会にて提案書の再審査を行う。 

（２）審査項目 

    別紙「令和８年度 ICT を活用した特定保健指導業務（モデル事業） 公募型プロポーザ

ル 評価項目・評価基準」参照 

（３）選定通知  

最優秀提案者に対しては、選定された旨を書面にて通知する。 

 

１０ 非選定理由に関する事項について 

（１）非選定通知 

受託候補者として選定されなかった者に対しては、その旨とその理由（非選定理由）を 

書面で通知する。 
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  （２）非選定理由の説明要求 

上記（１）の通知を受けたものは、通知した日の翌日から起算して７日以内（土、日祝 

日を除く）に書面（Ａ４判、自由様式）により、発注者に対して非選定理由について説明 

を求めることができる。 

（３）回答方法 

上記（２）に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１４ 

日以内に書面にて行う。 

（４）受付場所 

非選定理由の説明書請求の受付場所・受付方法は以下のとおりである。 

ア 受付場所 「１３ 問合せ先」参照 

イ 受付方法 郵送（簡易書留） 

 

１１ 契約 

（１）最優秀提案者の選定後、令和８年度 ICT を活用した特定保健指導業務（モデル事業）の

契約を締結する。なお、契約書作成に係る経費は契約者負担とする。 

（２）契約相手方は、提案書に基づいて業務を実施するが、詳細は本市との協議を経て変更す 

ることがある。 

 

１２ その他 

 （１）当該公募を通じて知り得た機密事項については、選定の如何にかかわらず、第三者に漏

らしてはならない。 

（２）参加表明書及び企画提案書の作成・提出にかかる経費は、参加者の負担とする。 

（３）参加表明書および企画提案書の取扱い  

ア 企画提案書について情報公開請求があった場合は、北九州市情報公開条例の規定に基

づき公にすることにより、当該法人または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。 

   イ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。  

ウ 提出された参加表明書及び企画提案書は、選定を行う作業に必要な範囲又は上記ア 

の場合において、複製を作成することがある。 

 

１３ 問合せ先 

    北九州市保健福祉局健康医療部健康推進課 

担当 健診係 国保保健事業担当 大久保・縄田 

〒８０３－８５０１ 福岡県北九州市小倉北区城内１番１号 

電話：０９３－５８２－２０１８ ＦＡＸ：０９３－５８２－４９９７ 

E-mail：ho-kenkou@city.kitakyushu.lg.jp 

 


